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〜
国
か
ら
地
方
へ
〜

住
民
税
が
変
わ
り
ま
す

　
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
は
、
た
く

さ
ん
の
〝
税
〞
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

な
か
で
も
、
私
た
ち
の
「
所
得
（
収

入
）」に
課
税
さ
れ
る
代
表
的
な
も
の

と
し
て
、
所
得
税
と
住
民
税
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
所
得
税
と
住
民
税
が
、

来
年
か
ら
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
今
回
か
ら
７
回
に
渡
っ

て
こ
れ
ら
の
税
の
し
く
み
や
大
き
な

変
更
点
、
申
告
の
大
切
さ
な
ど
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。

◆
所
得
税
と
住
民
税

　
こ
れ
ら
は
、
ど
ち
ら
も
私
た
ち
の

所
得（
収
入
）に
課
税
さ
れ
る
も
の
で

す
が
、
所
得
税
は
国
の
税
金
で
あ
る

の
に
対
し
、
住
民
税
は
市
町
村
と
都

道
府
県
の
税
金
で
す
。

　
ま
た
、
課
税（
納
付
）の
時
期
は
、

所
得
税
は
所
得
の
発
生
し
た
年
で
あ

る
の
に
対
し
、
住
民
税
は
そ
の
翌
年

度
に
な
り
ま
す（
左
図
）。

◆
税
金
の
計
算

　
所
得
税
と
住
民
税
の
所
得
割
は
、

ど
ち
ら
も
次
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
ま

す
。

所得税（国税） 住民税（町・県税）
１月

12月

３月

６月

確定申告・町県民税の申告（すべてのかた）

１月から12月までの収入

支払者が給与・年金
などから天引きして
税務署に納入

年末調整
（サラリーマンのみ）

１年間の所得税の精算
年末調整・確定申告で
確定した前年の所得を
もとに住民税が課税

町へ納付

（所得の合計－所得控除の合計）×税率

所　　得：収入から必要経費を差し引
　　　　　いた残りの部分
所得控除：扶養や社会保険料など
税　　率：所得税・住民税あわせて最
　　　　　高50％

第
２
回　
税
制
改
正
の
内
容

第
３
回　
年
金
所
得
者
の
税
金

第
４
回　
給
与
所
得
者
の
税
金

第
５
回　
申
告
相
談
に
向
け
て

第
６
回　
申
告
相
談
が
始
ま
り
ま
す

第
７
回　
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

問
合
せ　
税
務
課
賦
課
係

　

☎
62

－

１
２
３
０　
内
線
１
４
１

今
後
の
掲
載
予
定

　県では条例により、動物の飼い主
は、動物にみだりに苦痛を与えたり、
また動物が人に危害を加えたり、近
隣に迷惑をかけないように飼わなけ
ればならないとされています。
　動物は命あるものです。その習性
を理解し、責任を持って飼い、人と
動物が共存できる豊かな社会を目指
しましょう。
問合せ　住民福祉課保健衛生係
　　　　☎62‒1230　内線112総務省統計局　　皆野町

第
１
回

　
税
の
し
く
み

動物愛護週間　９月20日～26日


